
 

国立大学法人等におけるＰＦＩ事業の考え方 

（令和２年度概算要求に向けて） 

 

令和２年度概算要求におけるＰＦＩ事業については，以下の考え方とする。 

 

１．国立大学法人等におけるＰＦＩ事業の考え方 

国立大学法人等は，施設整備費補助金を活用する事業について，「ＰＰＰ/ＰＦＩ

推進アクションプラン（平成３０年改訂版）」（平成30年6月15日民間資金等活用事

業推進会議決定）を踏まえて，「多様なＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入を優先的に検討する

ための指針」（平成27年12月15日民間資金等活用事業推進会議決定）や各国立大学

法人等が策定した「ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討規程等」に基づき，ＰＦＩ事

業として検討することとし，その際には文部科学省と協議を行うこととする。※１ 

※１：ＰＦＩ事業としての検討例については，別紙１を参照 

 

２．事業評価のプロセス 

（１）導入可能性調査の実施について 

国立大学法人等は，上記の考え方の趣旨を踏まえて，各法人においてＰＦＩ導入

可能性調査を実施する等※２した上で，ＰＦＩ事業の要求を行うこととする。※３ 

※２：別紙２「ＰＦＩ導入可能性調査実施におけるポイント」参照 

※３：手続き期間の短縮を図るため，平成26年6月に公表された「地方公共団体向けサービス

購入型ＰＦＩ事業実施手続き簡易化マニュアル」※４の活用も行うことも可能である。 

※４：内閣府ＨＰ参照 

http://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/tsuutatsu/26fy/pdf/tetsudukikanika-manual.pdf 

 

（２）事業評価について 

国立大学法人等施設整備費を活用したＰＦＩ事業の評価については，「第４次国

立大学法人等施設整備５か年計画」（平成28年3月29日文部科学大臣決定）の下，国

立大学法人等の施設整備を計画的かつ重点的に推進するため，国立大学法人等が実

施した導入可能性調査の結果や事業スキーム等を踏まえた上で，「ＰＦＩ事業評価

基準」に基づき，有識者により実施することとする。 



別紙１ 

ＰＦＩ事業の検討例 

 

 

 

 

※事業スキームに関しては各事業の実情に応じて選択 

国立大学法人 
の経営努力 

省庁等 

●受益者負担による整備 
 
 

収入のある施設 
（福利厚生施設，寄宿舎等） 

●外部資金等を活用した

整備 
 
 産学連携施設等 
（共同研究レンタルラボ等） 

●国立大学法人の自助努 
力による整備 

 
 
基礎的な教育研究部分 
（講義棟・実験棟の一部等） 

一般企業等 

施設整備費 
補助金 

●国立大学法人等施設整 
備費による整備 

 
 

文部科学省 

奨学寄附金等 

目的積立金 

＋ 

基礎的な教育研究部分 
（講義棟・実験棟など） 

施設使用料 
（レンタル料） 

競争的研究経費 
 

施設利用者 
利用料金 

一般企業等 

一般的な研究者のためのスペース 

建 設 費：施設整備費補助金 

維持管理費：大学経費 

事 業 期 間：15年間 

支 払 方 法：事業期間の割賦払い 

学生・教職員のサービス向上につなが

るスペース 

建 設 費：利用料金等 

維持管理費：利用料金等 

事 業 期 間：15年間 

支 払 方 法：事業期間の割賦払い 

競争的研究経費を獲得した学内研究

者や，産学連携企業との研究スペー

ス等 

建 設 費：施設利用料等 

維持管理費：施設利用料等 

事 業 期 間：15年間 

支 払 方 法：事業期間の割賦払い 

法人の自助努力により確保するスペ

ース 

建 設 費：目的積立金等 

維持管理費：目的積立金等 

事 業 期 間：15年間 

支 払 方 法：建設費は建設期間

中の出来高に応じた

支払又は事業期間の

割賦払い 

維持管理費は事業

期間の割賦払い 

施設利用者 
利用料金 

●事業者の独立採算によ

る整備（事業者提案） 
 
 民間収益施設 

ＰＦＩ本体事業と一体的に実施すること

により，相乗効果を発揮するとして，民

間事業者が提案に基づき，自らの責任

及び費用負担で行うもの（費用は事業

期間中に回収） 

＋ 

○国立大学法人等施設整備費補助金のほか，法人の主体的な自助努力によって確保

される多様な財源を活用したＰＦＩ事業 

一体的に整備 



別紙２ 

 

ＰＦＩ導入可能性調査実施におけるポイント 

 

 
 （１）自己資金等の活用等 

自己資金等の活用等により財政面で創意工夫がなされた事業か。 

 

 （２）事業規模等 
ＰＦＩ事業として，採算可能な規模等が確保されているか。また，計画内容はま

とまっているか。事業方式等は適正か。 
 
 （３）民間事業者の創意工夫の発揮 

事業の実施に当たり，民間事業者のノウハウが活用できる余地が見込める事業と

なっているか。また，民間事業者の競争を促すような魅力ある事業内容となってい

るか。 

 

 （４）適切なリスク分担 
民間事業者と大学法人で明確なリスク分担ができるか。また，民間事業者が担う

リスクは，民間事業者の責任で処理できる内容か。  
 

 （５）大学の事務体制 

実施に向けて十分な体制が整っているか。また，全学的な責任体制が構築されてい

るか。 

 

 

＜参考＞ＰＦＩ検討会における評価項目 

（１）自己資金等の活用等 評価項目（２）自己資金等の活用等 

（２）事業規模等 

評価項目（３）ＶＦＭ 定量的評価 

〃  定性的評価１ 

〃  定性的評価４ 

評価項目（４）事業規模・形態・範囲① 

（３）民間事業者の創意工夫の発揮 

評価項目（３）ＶＦＭ 定量的評価 

〃  定性的評価２ 

評価項目（４）事業規模・形態・範囲② 

（４）適切なリスク分担 

評価項目（３）ＶＦＭ 定量的評価 

〃  定性的評価３ 

評価項目（５）潜在するリスクの低減 

（５）大学の事務体制 評価項目（６）大学の事務体制 

 

 


